様式第1号（第7条関係）
　　年　　月　　日
都留市長　　　   様
　　申請者
　　　　　住　所

　　　　　氏　名　　　　　　　　　㊞

電話番号
　　　　災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付申請書
　　年度災害時避難路通行確保対策事業費に要する経費について、補助金の交付を受けたいので、都留市補助金等交付規則第8条及び都留市災害時避難路通行確保対策事業費交付要綱第7条第1項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。 　　
１　補助事業の名称　　都留市災害時避難路通行確保対策事業
２　補助事業の内容
３　補助を受ける建築物の所在地
４　交付申請額          　　　                　    円
５　事業の完了予定期日    　　　　　年　　　月　　　日
別紙１
交付申請額の算出方法
（単位：円）
	申請者名

	補助対象事業費
（Ａ）
	補助対象経費
（Ｂ）
	国の交付金の額

（Ｃ）

（Ｂ）×1/3
	県の補助金の額
（Ｄ）

（Ｂ）×1/6
（耐震診断は1/4）
	交付申請額

（Ｂ）×2/3

（耐震診断は5/6）

	　
	　　　
	    
	
	  
	　　　

	
	
	
	
	
	

	合計
	交付申請額合計
	      
	
	
	    
	      

	
	（前回交付決定額）
	
	
	
	
	

	
	（変動増△減額）
	
	
	
	
	


（注１）変更申請の場合には、変更前の記載内容を上段（　）書きすること。
別紙２

耐震診断の交付申請額の算定内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	 耐震診断に要する費用＋設計図書の復元等の費用　（Ａ）
	                          円

	 補助対象面積 　 　　　  （Ｂ）
	                          ㎡

	 補助対象事業費の限度額  （Ｃ）

Ｃ＝Ｂ×(１)～（３)㎡当たりの限度額単価 ＋（４）

　（１）　          ㎡　×　3,670 円

  （２）　　        ㎡　×　1,570 円

　（３）　　      　㎡　×　1,050 円

　（４）設計図書の復元等の費用を要する場合の加算額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,570,000円
	　（１）　　              円

　（２）　　　　          円

　（３）　　　　　　　　  円

　（４）　　　　　　　　　円

　
　　　計　　　　          円



	補助対象経費　　　　 （Ｄ）ＡとＣのいずれか少ない額
	                          円

	交付申請額　　　　　 （Ｅ） Ｄ×5/6
	　　　　　　　　　　　　　円


（注１）対象建築物毎、別葉により作成すること。
（注２）設計図書の復元等の費用は、設計図書の復元、指定評価者の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は1,570,000円を限度として加算できる。

別紙３
耐震設計の交付申請額の算定内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	耐震改修に関わる設計費＋指定評価者の判定に要する
経費若しくは建替え工事に関わる設計費　　　　（Ａ）
	                          円

	補助対象面積 　 　　　  （Ｂ）
	                          ㎡

	1．耐震改修に関わる設計費
補助対象事業費の限度額  （Ｃ）

Ｃ＝Ｂ×(１)～（３)㎡当たりの限度額単価

　（１）　       　   ㎡　×　2,100 円

 　 （２）　　   　     ㎡　×　1,570 円

　　（３）　　 　     　㎡　×　1,050 円
2．建替え工事に関わる設計費

　補助対象事業費の限度額　（Ｃ）

　　耐震改修工事に要する経費相当分×建築設計料率

	　（１）　　              円

　（２）　　　　          円

　（３）　　　　　　　　  円

　
　 　計　　　　           円

　　　　　　　　　　　　　円

	補助対象経費　　　　 （Ｄ）ＡとＣのいずれか少ない額
	                          円

	交付申請額　　　　 　（Ｅ） Ｄ×2/3
	                　   円


　　（注１）対象建築物毎、別葉により作成すること。
別紙４

耐震改修、建替え又は除却の交付申請額の算定内訳　　　　　　　　　　　（単位：円）

	耐震改修、建替え又は除却に要する経費　　　　（Ａ）
	                          円

	補助対象面積 　 　　　  （Ｂ）
	                          ㎡

	補助対象事業費の限度額  （Ｃ）

（１）住宅（木造）           ㎡　×　13,700 円

  （２）住宅（非木造）         ㎡　×　34,100 円

　（３）住宅以外　 　　      　㎡　×　51,200 円
　（４）IS値が0.3未満　      　㎡　×　56,300 円


	　　　　　円

	補助対象経費　　　　 （Ｄ）ＡとＣのいずれか少ない額
	                          円

	補助対象額　　　　 　（Ｅ） Ｄ×2/3
	            円


　　（注１）対象建築物毎、別葉により作成すること。
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